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質問回答日：２０２０年　６月２２日

質　　　　　　　問 回　　　　　　　　答

番号１ 番号１

特記仕様書P.1、別紙-11
設計書P.344

特記仕様書2-6の１）に「当該ダクト部分の詳細設計
図（現在、別途設計中）」と記載されておりますが、
設計書P.３４４に、「共同溝・換気ダクトボックス部」の
常時設計を1断面と常時・耐震設計を2断面が含ま
れております。この設計対象は、換気所から排気塔
までの換気ダクト躯体と土留工の内、先行施工を除
く詳細設計のみと考えてよいのでしょうか。
また、その部分についての詳細設計は、特記仕様
書P.14の建築の詳細設計に『換気ダクト(下水との交
差部除く)』が含まれております。
これらは、同じ箇所についての詳細設計ではないで
しょうか。ご教示願います。

建築工事特記仕様書Ｐ2の２－５実施条件１）、ま
た、建築詳細設計特記仕様書Ｐ１４の２－２施設概
要【排気ダクト（下水との交差部除く）】に係る質問と
解釈してお答えします。
　建築工事特記仕様書Ｐ2の２－５実施条件１）に記
載している「当該ダクト部分」は、特記仕様書　別紙
－１１に示す通り、受電所と換気所の間の「共同溝・
排気ダクト」及び換気所と排気塔の間の「排気ダク
ト」とお考え下さい。
　金額を記載しない設計書Ｐ３４４に示す「共同溝・
排気ダクトボックス部」は、図面開削－６７～７９に示
す延伸部出路函体ｍＢ１－１と受電所の間の「豊崎
受電所　換気ダクト工・共同溝」とお考え下さい。
　建築詳細設計特記仕様書Ｐ１４の２－２施設概要
に示す【排気ダクト（下水との交差部除く）】は、換気
所と排気塔の間の「排気ダクト」とお考え下さい。
　上記のとおり、建築工事特記仕様書２－５実施条
件１）に示す「共同溝・排気ダクト」と金額を記載しな
い設計書Ｐ３４４に示す「共同溝・排気ダクトボックス
部」は異なるものであります。

番号２ 番号２

特記仕様書P.8

特記仕様書第5章の5-1に、②の「磁気探査工」、③
の「発生土の運搬費・処分費」と、④の「地中障害物
撤去工」が設計変更で追加する予定になっておりま
すが、別紙-1の概略工程表の中のどの時期に、ど
れくらいの数量を施工するのを想定されているので
しょうか。ご教示願います。

「磁気探査工」「発生土の運搬・処分費」「地中障害
物撤去」については、各種調整、現場調査の結果、
現場状況等により、監督員との協議により追加する
場合があるもので、施工時期・数量については、現
在未定であり、お示しすることはできません。

番号３ 番号３

特記仕様書P.16

特記仕様書第４章の4-2において、「ダクト・共同溝」
の詳細設計を追加する場合があると記載されており
ますが、別紙-1の概略工程表の中のどの時期に、
詳細設計するのを想定されているのでしょうか。ご教
示願います。

　詳細設計の追加が必要となった場合に、監督員と
の協議により追加する場合があるものであり、現時
点で明確な時期などはございません。

入札説明書（技術提案書等含む）及び設計図書等に対する質問回答書

工事名　：　豊崎工区換気所新築及び開削トンネル・下部工事



質　　　　　　　問 回　　　　　　　　答

番号４ 番号４

特記仕様書P.21

特記仕様書第2章の2-3に、「函体工完了（函体内
の車両の通行が可能となり工事（舗装工事等）の施
工が可能な状態）は、工期開始後４２ヶ月目を考え
ている」と記載されておりますが、この函体工完了と
は、別紙-1の概略工程表の【延伸OFFﾗﾝﾌﾟ(新御堂
へ)】開削トンネル部分の函体工のみの事でしょう
か。
それとも、別紙-6に記載の追加設計と追加施工する
A区間、B区間、本線の函体工も含まれるのでしょう
か。もし、追加を含む場合の設計と施工の工程はい
つを想定されているのでしょうか。ご教示願います。

特記仕様書第2章の2-3に記載している、函体工完
了の対象構造物は、【延伸OFFﾗﾝﾌﾟ(新御堂へ)】開
削トンネル部分の函体工及び本線の函体工となりま
す。　　　　　　　　　　なお、工程については、標準案
では特記仕様書別紙-1（概略工程表(参考））を考え
ています。

番号５ 番号５

0
土留め内の掘削において、地盤が軟弱でトラフィカ
ビリティが確保出来なくなり、ステップ改良等が必要
になった場合は、設計変更対象となるのでしょうか。
ご教示願います。

標準案ではステップ改良等は考慮していませんが、
予期しえない現場状況等の施工上の特別な必要性
を考慮し、監督員が指示した場合は設計変更しま
す。

番号６ 番号６

特記仕様書　別紙-3

特記仕様書の別紙-3の施工ヤードで計画されてい
る出入口は、別紙2-2、2-3のStep②又は、③で利用
出来なくなると思われますが、その時の代替えの出
入口の計画はあるのでしょうか。ご教示願います。

特記仕様書の別紙-3に記載のある出入口は概略
位置を示していますので、出入口の設置位置につ
いては、契約後に監督員と協議のうえ決定するもの
と考えています。

番号７ 番号７

特記仕様書　別紙-2-2

特記仕様書の別紙-2-1のStep②の施工段階で、本
線外周の土留鋼矢板を施工する時点で、河川沿い
の公道を通行止めにする必要があると思われます
が、どの時期から通行止め可能と考えれば宜しいで
しょうか。ご教示願います。

ご質問の、本線外周の土留鋼矢板施工時の河川沿
いの公道の交通処理については、現時点において
は詳細は決定していません。関係管理者等との協
議にょり決定するものと考えていますので、監督員と
協議してください。

番号８ 番号８
特記仕様書P.13

特記仕様書の「建築詳細設計」第1章の1-3に、設
計の管理及び統括を行う管理技術者を選任するよう
に記載がありますが、設計管理技術者の選任は、元
請会社の社員である必要はあるのでしょうか。下請
の設計会社の社員でも良いのでしょうか。
また、常駐の必要の有無をご教示願います。

設計の管理技術者については、元請会社の社員か
ら選任してください。
なお、常駐の有無については制約はありません。

番号９ 番号９
特記仕様書P.28

特記仕様書の「開削トンネル・下部工時」第9章の9-
2に、設計管理技術者と照査技術者を選任するよう
に記載がありますが、設計管理技術者と照査技術
者の各選任は、元請会社の社員である必要はある
のでしょうか。下請の設計会社の社員でも良いので
しょうか。
また、常駐の必要の有無をご教示願います。

設計管理技術者と照査技術者については、元請会
社の社員から選任してください。
なお、常駐の有無については制約はありませんが、
「開削トンネル・下部工事」特記仕様書9-1に示すと
おり、詳細設計期間中は監督員との連絡体制を整
えてください。


